
 

 

議  案  第  ６  号  

 

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

令和４年２月２８日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市建築関係手数料条例（平成１２年条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。  

別表第２の４５の項事務の欄中「第５条第１項から第３項まで」を「第５条第１項か

ら第５項まで」に改め、同項金額（１件につき）の欄中「額（当該額に１００円未満の

端数があるときは、これを四捨五入する。）」を「額」に改め、同欄第１号ア中「長期

優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第１項各号に掲げる基準の適合性に関し、住

宅の品質確保の促進等に関する法律」を「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に、

「第５条第１項」を「第６条の２第３項又は第４項の規定により当該住宅の構造及び設

備が長期使用構造等である旨が記載された確認書（同条第３項に規定する確認書をいう。

以下この項において同じ。）又は住宅性能評価書（同法第５条第１項」に、「登録住宅

性能評価機関の技術的審査」を「住宅性能評価書をいう。）の交付」に改め、同号ア

（ア）中「１２，８００円」を「１６，４００円」に改め、同号ア（イ）中「１２，８

００円」を「１６，４００円」に改め、同号ア（ウ）中「１戸につき次」を「次」に、

「額を同時に申請する住戸の数で除して得た額」を「額」に改め、同号ア（ウ）ａ中

「２５，１００円」を「３１，１００円」に改め、同号ア（ウ）ｂ中「４１，４００



 

 

円」を「５０，４００円」に改め、同号ア（ウ）ｃ中「７３，３００円」を「９１，５

００円」に改め、同号ア（ウ）ｄ中「１１１，７００円」を「１３６，０００円」に改

め、同号ア（ウ）ｅ中「１７９，０００円」を「２０９，３００円」に改め、同号ア

（ウ）ｆ中「２８０，９００円」を「３３５，５００円」に改め、同号ア（ウ）ｇ中

「３４４，４００円」を「４１７，３００円」に改め、同号イを削り、同号ウ（ウ）中

「１戸につき次」を「次」に、「額を同時に申請する住戸の数で除して得た額」を

「額」に改め、同号ウを同号イとし、同欄第２号ア中「長期優良住宅の普及の促進に関

する法律第６条第１項各号に掲げる基準の適合性に関し、住宅の品質確保の促進等に関

する法律第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関の技術的審査」を「住宅の品質

確保の促進等に関する法律第６条の２第３項の規定により当該住宅の構造及び設備が長

期使用構造等である旨が記載された確認書の交付」に改め、同号ア（ア）中「１６，９

００円」を「２２，３００円」に改め、同号ア（イ）中「１６，９００円」を「２２，

３００円」に改め、同号ア（ウ）中「１戸につき次」を「次」に、「額を同時に申請す

る住戸の数で除して得た額」を「額」に改め、同号ア（ウ）ａ中「３１，５００円」を

「４０，６００円」に改め、同号ア（ウ）ｂ中「５３，２００円」を「６６，８００

円」に改め、同号ア（ウ）ｃ中「８４，１００円」を「１１１，３００円」に改め、同

号ア（ウ）ｄ中「１４２，１００円」を「１７８，５００円」に改め、同号ア（ウ）ｅ

中「２２７，４００円」を「２７２，９００円」に改め、同号ア（ウ）ｆ中「３８２，

０００円」を「４６３，９００円」に改め、同号ア（ウ）ｇ中「４７９，５００円」を

「５８８，８００円」に改め、同号イ（ウ）中「１戸につき次」を「次」に、「額を同

時に申請する住戸の数で除して得た額」を「額」に改め、同欄第３号ア中「からウま

で」を「若しくはイ」に改め、同表４６の項事務の欄中「場合」を「場合及び同条第３

項の規定による管理者等が選任された場合」に改め、同項金額（１件につき）の欄中

「からウまで」を「若しくはイ」に改め、同表５６の項を同表５７の項とし、同表５５

の項金額（１件につき）の欄中「５４の項」を「５５の項」に改め、同項を同表５６の

項とし、同表５４の項を同表５５の項とし、同表５３の項金額（１件につき）の欄中

「５１の項」を「５２の項」に改め、同項を同表５４の項とし、同表５２の項金額（１

件につき）の欄中「５１の項」を「５２の項」に改め、同項を同表５３の項とし、同表

５１の項を同表５２の項とし、同表５０の項金額（１件につき）の欄中「４９の項」を



 

 

「５０の項」に改め、同項を同表５１の項とし、同表中４９の項を５０の項とし、４８

の項を４９の項とし、４７の項を４８の項とし、同項の前に次の１項を加える。  

４７  長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る 法 律 第

１８条第１

項の規定に

基づく認定

長期優良住

宅建築等計

画に基づく

建築に係る

住宅の容積

率に関する

特例の許可

の申請に対

する審査 

認定長期

優良住宅

建築等計

画に基づ

く建築に

係る住宅

の容積率

の特例許

可申請手

数料  

１８２，０００円  

附  則  

この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

 

提案理由  

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、長期優良住宅建築等計

画の認定事務等に係る手数料の額を改定するため、及び認定長期優良住宅建築等計画に

基づく建築に係る住宅の容積率の特例の許可に係る手数料を徴収するため、並びに所要

の条文整備を行うため、本案を提出する。  

 

 

 


